
長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例
  

（（目目的的））  

第第１１条条  ここのの条条例例はは、、歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりがが糖糖尿尿病病等等のの生生活活習習慣慣病病のの対対策策ををははじじめめととすするる県県民民

のの全全身身のの健健康康づづくくりりにに果果たたすす役役割割のの重重要要性性ににかかんんががみみ、、他他県県にに比比べべ高高いい県県民民のの歯歯科科疾疾患患のの有有

病病率率のの低低下下及及びび県県内内ににおおけけるる歯歯・・口口腔腔のの健健康康にに関関すするる地地域域間間等等のの格格差差のの是是正正をを図図るるたためめ、、県県民民

のの生生涯涯ににわわたたるる歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関しし、、そそのの基基本本理理念念をを定定めめ、、県県のの責責務務及及びび市市町町、、教教育育関関

係係者者、、保保健健医医療療関関係係者者、、福福祉祉関関係係者者、、県県民民等等のの役役割割をを明明ららかかににしし、、並並びびにに歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり

のの推推進進にに関関すするる計計画画のの策策定定ににつついいてて定定めめるるこことと等等にによよりり、、歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる施施策策をを総総

合合的的かかつつ計計画画的的にに推推進進しし、、ももっってて県県民民のの健健康康増増進進にに寄寄与与すするるここととをを目目的的ととすするる。。  

（（基基本本理理念念））  

第第２２条条  歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりはは、、すすべべててのの県県民民がが生生涯涯をを通通じじてて、、自自ららむむしし歯歯、、歯歯周周疾疾患患等等のの予予防防

及及びび口口腔腔機機能能のの向向上上にに取取りり組組むむととととももにに、、適適切切なな時時期期にに必必要要なな口口腔腔ケケアア、、医医療療等等をを受受けけるるここととがが

ででききるる環環境境がが整整備備さされれるるここととをを基基本本理理念念ととししてて行行わわれれななけけれればばななららなないい。。  

（（県県のの責責務務））  

第第３３条条  県県はは、、前前条条にに規規定定すするる基基本本理理念念（（以以下下「「基基本本理理念念」」とといいうう。。））ににののっっととりり、、本本県県のの特特性性にに応応じじ

たた歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりのの推推進進にに関関すするる施施策策をを総総合合的的かかつつ計計画画的的にに策策定定しし、、及及びび実実施施すするる責責務務をを

有有すするる。。  

（（市市町町のの役役割割））  

第第４４条条  市市町町はは、、基基本本理理念念をを踏踏ままええ、、健健康康増増進進法法((平平成成1144年年法法律律第第110033号号))、、母母子子保保健健法法（（昭昭和和4400

年年法法律律第第114411号号））等等のの歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる法法令令のの規規定定にに基基づづくく歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに

関関すするる施施策策をを継継続続的的かかつつ効効果果的的にに推推進進すするるよようう努努めめるるももののととすするる。。  

（（教教育育関関係係者者、、保保健健医医療療関関係係者者、、福福祉祉関関係係者者等等のの役役割割））  

第第５５条条  教教育育関関係係者者、、保保健健医医療療関関係係者者、、福福祉祉関関係係者者等等（（以以下下「「教教育育関関係係者者等等」」とといいうう。。））はは、、基基本本理理

念念ににののっっととりり、、県県民民のの歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりのの推推進進並並びびにに他他のの者者がが行行うう歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関

すするる活活動動ととのの連連携携及及びび協協力力をを図図るるよようう努努めめるるももののととすするる。。  

２２  教教育育関関係係者者等等はは、、前前項項のの目目的的をを達達成成すするるたためめ、、県県民民のの歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりをを支支援援すするるたためめ

のの研研修修等等をを実実施施すするるよようう努努めめるるももののととすするる。。  

  （（事事業業者者及及びび保保険険者者のの役役割割））  

第第６６条条  事事業業者者はは、、基基本本理理念念ににののっっととりり、、県県内内のの事事業業所所でで雇雇用用すするる従従業業員員のの歯歯科科検検診診（（健健康康診診査査

又又はは健健康康診診断断ににおおいいてて実実施施すするる歯歯科科にに関関すするる検検診診をを含含むむ。。））及及びび歯歯科科保保健健指指導導（（以以下下「「歯歯科科検検診診

等等」」とといいうう。。））のの機機会会のの確確保保そそのの他他のの歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる取取組組をを推推進進すするるよようう努努めめるるもものの

ととすするる。。  

２２  保保険険者者はは、、基基本本理理念念ににののっっととりり、、県県内内のの被被保保険険者者のの歯歯科科検検診診等等のの機機会会のの確確保保そそのの他他のの歯歯・・口口



腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる取取組組をを推推進進すするるよようう努努めめるるももののととすするる。。  

  （（県県民民のの役役割割））  

第第７７条条  県県民民はは、、歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる知知識識をを持持ちち、、更更にに理理解解をを深深めめるるよようう努努めめるるももののととすす

るる。。  

２２  県県民民はは、、県県及及びび市市町町がが実実施施すするる歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる施施策策をを活活用用すするるこことと、、かかかかりりつつ

けけ歯歯科科医医のの支支援援をを受受けけるるこことと等等にによよりり、、自自らら歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに取取りり組組むむよようう努努めめるるももののととすす

るる。。  

（（長長崎崎県県歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり推推進進計計画画））  

第第８８条条  県県はは、、県県民民のの生生涯涯ににわわたたるる歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる施施策策をを総総合合的的かかつつ計計画画的的にに推推

進進すするるたためめ、、歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる基基本本的的なな計計画画（（以以下下「「長長崎崎県県歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり推推

進進計計画画」」とといいうう。。））をを定定めめるるももののととすするる。。  

２２  県県はは、、長長崎崎県県歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり推推進進計計画画をを定定めめよよううととすするるととききはは、、ああららかかじじめめ歯歯・・口口腔腔のの健健

康康づづくくりりにに関関すするる学学識識経経験験者者のの意意見見をを聴聴くくととととももにに、、県県民民、、市市町町そそのの他他歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに係係

るる活活動動をを行行うう関関係係者者のの意意見見をを反反映映ささせせるるたためめにに必必要要なな措措置置をを講講じじななけけれればばななららなないい。。  

３３  長長崎崎県県歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり推推進進計計画画のの策策定定にに当当たたっっててはは、、健健康康増増進進法法にに基基づづくく健健康康増増進進計計

画画、、医医療療法法（（昭昭和和2233年年法法律律第第220055号号））にに基基づづくく医医療療計計画画、、介介護護保保険険法法（（平平成成９９年年法法律律第第112233号号））にに基基

づづくく介介護護保保険険事事業業支支援援計計画画そそのの他他のの県県がが策策定定すするる歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる計計画画ととのの調調和和

及及びび連連携携にに努努めめるるととととももにに、、離離島島及及びびへへきき地地ににおおけけるる地地域域性性及及びび特特殊殊性性にに配配慮慮すするるももののととすするる。。  

４４  県県はは、、長長崎崎県県歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり推推進進計計画画をを定定めめたたととききはは、、速速ややかかにに、、ここれれをを県県民民にに公公表表しし

ななけけれればばななららなないい。。  

５５  長長崎崎県県歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり推推進進計計画画はは、、歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる施施策策のの進進捗捗状状況況等等をを

踏踏ままええ、、必必要要にに応応じじてて見見直直すすももののととすするる。。  

６６  第第２２項項かからら第第４４項項ままででのの規規定定はは、、長長崎崎県県歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり推推進進計計画画のの変変更更ににつついいてて準準用用すす

るる。。  

（（市市町町歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり推推進進計計画画））  

第第９９条条  市市町町はは、、当当該該市市町町のの実実情情にに応応じじたた歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる施施策策ををよよりり継継続続的的かかつつ

効効果果的的にに推推進進すするるたためめ、、長長崎崎県県歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり推推進進計計画画のの内内容容をを踏踏ままええ、、当当該該区区域域ににおおけけ

るる歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる基基本本的的なな計計画画（（以以下下「「市市町町歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり推推進進計計画画」」とといい

うう。。））をを定定めめるるよようう努努めめるるももののととすするる。。  

２２  県県はは、、市市町町がが市市町町歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり推推進進計計画画をを定定めめよよううととすするる場場合合ににはは、、当当該該市市町町のの求求めめ

にに応応じじ、、適適切切なな情情報報のの提提供供及及びび専専門門的的又又はは技技術術的的なな助助言言をを行行ううももののととすするる。。  

３３  県県はは、、前前項項にに定定めめるるももののののほほかか、、市市町町歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり推推進進計計画画のの策策定定状状況況等等市市町町ににおお

けけるる歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる施施策策のの実実施施状状況況をを勘勘案案ししたた上上でで、、市市町町にに対対ししてて必必要要なな支支援援をを

行行ううよようう努努めめるるももののととすするる。。  

（（基基本本的的施施策策のの実実施施））  

第第1100条条  知知事事又又はは県県教教育育委委員員会会はは、、県県民民のの歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりをを推推進進すするるたためめのの基基本本的的施施策策とと



ししてて、、次次にに掲掲げげるる事事項項をを実実施施すするるももののととすするる。。  

((11))  県県民民のの歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりのの推推進進にに資資すするる情情報報のの収収集集及及びび提提供供並並びびにに教教育育関関係係者者等等ととのの

連連携携体体制制のの構構築築にに関関すするるこことと。。  

((22))  市市町町長長又又はは市市町町教教育育委委員員会会がが行行うう効効果果的的ななむむしし歯歯予予防防対対策策及及びび母母子子歯歯科科保保健健事事業業、、学学校校歯歯

科科保保健健事事業業等等をを通通じじたた県県民民のの生生涯涯ににわわたたるる効効果果的的なな歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる施施策策のの促促進進

にに関関すするるこことと。。  

((33))  第第８８条条第第２２項項のの関関係係者者がが行行うう歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる取取組組のの促促進進にに関関すするるこことと。。  

((44))  障障害害者者、、要要介介護護者者等等にに対対すするる適適切切なな口口腔腔ケケアア等等にに係係るる施施策策のの推推進進にに関関すするるこことと。。  

((55))  歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに携携わわるる者者のの資資質質のの向向上上にに関関すするるこことと。。  

((66))  歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりのの効効果果的的なな実実施施にに資資すするる調調査査研研究究のの推推進進にに関関すするるこことと。。  

((77))  前前各各号号にに掲掲げげるるももののののほほかか、、歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりをを推推進進すするるたためめにに必必要要なな施施策策のの推推進進にに関関

すするるこことと。。  

２２  県県はは、、前前項項各各号号にに掲掲げげるる基基本本的的施施策策をを実実施施すするるたためめ、、市市町町、、事事業業者者、、保保険険者者、、学学校校等等がが行行うう

歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる活活動動にに対対しし、、そそのの設設置置すするる保保健健所所にによよるる広広域域的的又又はは専専門門的的なな見見地地

かかららのの情情報報のの提提供供、、助助言言等等をを行行ううももののととすするる。。  

  （（効効果果的的なな歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり対対策策のの促促進進等等））  

第第1111条条  県県はは、、幼幼児児、、児児童童及及びび生生徒徒にに係係るる歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりのの推推進進をを図図るるたためめ、、学学校校等等ににおお

けけるるフフッッ化化物物洗洗口口のの普普及及そそのの他他のの効効果果的的なな歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりり対対策策のの促促進進にに必必要要なな措措置置をを講講

ずずるるももののととすするる。。  

２２  知知事事又又はは県県教教育育委委員員会会はは、、保保育育所所、、幼幼稚稚園園、、小小学学校校、、中中学学校校等等ににおおいいててフフッッ化化物物洗洗口口等等ののフフ

ッッ化化物物をを用用いいたた歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる取取組組がが実実施施さされれるる場場合合はは、、各各実実施施主主体体にに対対しし、、学学

校校保保健健安安全全法法((昭昭和和3333年年法法律律第第5566号号））第第５５条条にに規規定定すするる学学校校保保健健計計画画又又ははそそれれにに準準じじたた計計画画にに

位位置置付付けけ実実施施すするるこことと等等そそのの的的確確なな実実施施ののたためめのの必必要要なな助助言言をを行行ううももののととすするる。。  

（（歯歯のの衛衛生生週週間間））  

第第1122条条  県県民民のの間間にに広広くく歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりににつついいててのの関関心心とと理理解解をを深深めめ、、県県民民がが積積極極的的にに歯歯

科科疾疾患患をを予予防防すするる意意欲欲をを高高めめるるたためめ、、歯歯のの衛衛生生週週間間をを設設けけるる。。  

２２  歯歯のの衛衛生生週週間間はは、、６６月月４４日日かからら同同月月1100日日ままででととすするる。。  

３３  県県はは、、市市町町とと連連携携しし、、歯歯のの衛衛生生週週間間のの趣趣旨旨ににふふささわわししいい事事業業をを実実施施すするるよようう努努めめるるももののととすす

るる。。  

（（県県民民歯歯科科疾疾患患実実態態調調査査等等））  

第第1133条条  知知事事はは、、県県民民のの歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりのの総総合合的的なな推推進進をを図図るるたためめのの基基礎礎資資料料ととすするるたた

めめ、、少少ななくくとともも６６年年ごごととにに、、県県民民のの歯歯科科疾疾患患等等のの実実態態ににつついいててのの調調査査（（以以下下｢｢県県民民歯歯科科疾疾患患実実態態調調

査査」」とといいうう。。））をを行行ううももののととすするる。。  

２２  知知事事及及びび県県教教育育委委員員会会はは、、県県民民のの幼幼児児期期かかららのの歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりをを効効果果的的にに推推進進すするるたた

めめ幼幼児児、、児児童童及及びび生生徒徒ののむむしし歯歯及及びび歯歯周周疾疾患患のの罹罹患患状状況況等等ににつついいてて、、毎毎年年調調査査をを実実施施すするるもものの

ととすするる。。  

３３  県県民民歯歯科科疾疾患患実実態態調調査査及及びび前前項項のの調調査査はは、、そそのの結結果果をを公公表表すするるももののととすするる。。  



（（財財政政上上のの措措置置））  

第第1144条条  県県はは、、歯歯・・口口腔腔のの健健康康づづくくりりにに関関すするる施施策策をを推推進進すするるたためめ、、予予算算のの範範囲囲内内でで必必要要なな財財政政

上上のの措措置置をを講講ずずるるよようう努努めめるるももののととすするる。。  

附附  則則  

    ここのの条条例例はは、、平平成成2222年年６６月月４４日日かからら施施行行すするる。。  


